
書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム 事 業 年 度 令和 5年 4月 1日 ～令和 6年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 24,180,000円

受取寄付金 4,614,028円

受取助成金等 500,000円

政策提言事業 29,928,155円

日本の叡智の世界への発信事業 30,455,751円

人材育成 。啓発事業 5,496,189円

国内外の水問題に関する調査研究事業 14,404,554円

為替差益 17,361円

受取利息等 85,746円

円

円

円

円

円

△ 計 109,681,784円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

該当なし

借 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

△ 計 円

(3)そ の他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の他 の 取 引 条 件 等取引先の氏名等
法人との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2}費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

23,650,000円
新たな世界的水資源問題ヘ

の対応方策検討業務受託料

22,539,000円

海外における水害リスク評価

手法等検討業務、海外におけ

る水害リスク評価手法等の普

及方策検討業務受託料

14,932,500円
海外における流域環境に配

慮した河川整備・管理に係

る調査検討業務受託料

12,650,000円
荒川下流デジタル・グリー

ン行動変容促進方策検討業

務受託料

3,520,751円
水循環に関する情報発信方

策調査検討業務受託料

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

給与等

10,602,392円 事務所賃料等

8,028,757円 給与等

7,935,278円 業務委託料等

7,285,434円 社会保険料



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の氏 名 等
法人との

関  係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引先 の 氏名 等
法人との

関  係
役務の提供の

内    容
役務 の提供年月 日 対 価 の 額

その他の取引条件

等

業務委託料

等

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
7,935,278円 契約書による

出向者負担

金

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
2,750,000円 契約書による

航 空券等手

西己

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
1,225,960円

通常の一般向け

販売条件と同様

出向者負担

金

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
1,200,000円 契約書による

事務 作業受

託料

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
498,109円 契約書による

ロゴ制作、動

画制作

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
407,000円

通常の一般向け

販売条件と同様

事務 作業受

託料

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
55,000円 契約書による

テク リス登

録料

令和 5年 4月 1日 ～

令和 6年 3月 31日
41,401円 料金表による



3 寄附者 に関す る事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額 ]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注
1)(以
下 「役員等」とい う。)に対する報酬又は給与の支給について

記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ に対する報酬又は給与の支 (口 を除く。)

(注 2)注 1の を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与2総額

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

13人 55,055,028円

支 給 期 間 等 支 給 金 額
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分氏 名 職  名

該当なし

集 計 期 間 令和 5年 4月 1日  ～令和 6年 3月 31日



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

支 出 先 の 名 称 等 住    所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

別紙資料参照
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 1,994,584円

実  施  日 使 途 金   額

別紙資料参照
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



書式17号-6支出した寄附金に関する事項 (別紙)

支出先の名称等 住所等 支出年月日 支出金額 寄附の目的等

   
令和5年 5月 26日 563,560円 活動支援費

令和6年3月 28日 152,520円 活動支援費

  
 

   
 

   
  
  

令和5年7月 19日 21,006円 活動支援費

 
    

令和5年7月 19日 21,006円 活動支援費

   
 令和5年 7月 19日 21,006円 活動支援費

     
令和5年 9月 27日 225,120円 活動支援費

  
令和5年 9月 27日 225,120円 活動支援費

     
   
 

令和5年 9月 27日 225,120円 活動支援費

 
 

 令和5年 9月 27日 225,120円 活動支援費

   
 

  
令和5年 9月 27日 225,120円 活動支援費

   
 令和6年 1月 19日 22,378円 活動支援費

   
令和6年 1月 19日 22,378円 活動支援費

    
 令和6年 1月 19日 22,378円 活動支援費

     
  
 

 

令和6年2月 14日 22,752円 活動支援費



書式第17号-7海外への送金等に関する事項 (別紙 )

実 施 日 使 途 金  額

令和5年4月 10日 国連水会議 レセプションケータリング費用   米国) 1,217,612円

令和5年4月 10日 国連水会議 レセプション会場運営費用  米 国) 513,567円

令和5年4月 10日
国連水会議 公式サイドイベントのUN VttB TV撮影・放映料  
米国)

69,215円

令和5年 5月 26日 国連水会議資料ネイティブチェック費用  :米国) 39,449円

令和5年 5月 26日
ダルビッシュ有水基金16号プロジェクト「ジミレトク村の水と衛生プロジェクト」実施
費用     

563,560円

令和6年3月 28日 152,520円

令和5年 7月 19日
ЛⅧフアンド2020支援プロジェクト「Sparly Dehri村 の地域共有VIP(換気改良
式)トイレの建設」フォローアツプ調査費用   

 キスタン)

21,006円

令和5年 7月 19日
Л燿ファンド2020支援プロジェクト「MilⅢleスラムの公立小学校4校の雨水貯留
ン の フォローアップ   

                __
21,006円

令和5年 7月 19日
J‐ Fヽファンド2020支援プロジェクト「Kake村の湧水保護設備の建設」フォローアツ
プ調査費用   メルーン)

21,006円

令和5年8月 1日
4℃アクアプログラム2022(雨水貯留システム設置等)実施費用

バングラデシュ)
630,101円

令和5年8月 1日
ストックホルム世界水週間セッション開催費用  
 ス ウェーデン)

442,974円

令和5年8月 31日
ストックホルム世界水週間セッション開催費用  
 ウェーデン)

311,136円

令和5年 9月 27日
Jl暉 フ ン 2023支援プロジェクト「Kahi珂 u小学校と地域給水改善」実施費用

 ウ ガンダ)
225,120円

令和5年 9月 27日
Л呼ファンド2023支援プロジェクト「Mbororo共同体の水源池修繕」実施費用

  メルーン)
225,120円

令和5年 9月 27日
ЛⅧファンド2023支援プロジェクト「West Timorの元避難民集落配水管網補
修」実施費用    ンドネシア)

225,120円

令和5年 9月 27日
JWFファンド2023支援プロジェクト「」実施費用  

 ンド)
225,120円

令和5年 9月 27日
ЛⅦファンド2023支援プロジェクト「Shabaal小学校の給水改善」実施費用
     ガンダ)

225,120円

令和5年 10月 23日 カイロ水週間 会議参加登録料   エ ジプト) 108,640円

令和5年 11月 10日
4℃アクアプログラム2023(雨水貯留システム設置等)実施費用

:バングラデシュ)
1,658,773円

令和5年 11月 22日 第10回世界水フォーラム準備会合旅費交通費等  :米国) 45,181円

令和5年 11月 27日
1第 10回世界水フォーラムエキスポにおける日本パビリオン出展スペース料

   
イ ンドネシア)

12,381,613円

令和5年 12月 5日 水と災害に関するハイレベルパネル等会食費 :フィリピン) 275,400円

令和6年 1月 19日
ЛⅦファンド2021支援プロジェクト「女学生による雨水貯留容器トレーニングと設
置」フォローアップ調査費用   ウガンダ)

22,378円

令和6年 1月 19日
JWFファン 2021支 プロジェクト「Ka可 uki村の既存井戸修繕」フォローアップ
調査費用  ウガンダ)

22,378円

令和6年 1月 19日
ЛⅦ
｀
フアンド2021支援プロジェクト「Kaptolla村 の給水所 (水キオスク)の設置」

フォローアップ調査費用  ケニア)
22,378円











法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

ルーズリーフ

(弥生会計使用)
随時 7年

仕訳日詞帳

ノレ~ズリーフ

(弥生会計使用)
随時 7年

給与台帳

ルーズリーフ

(弥生会計使用)
随時 7年

固定資産台帳

ルーズリーフ

(弥生会計使用)
随時 7年

書式第9号 (法第44条。51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

(記載要iD
I「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「」詳劃1琵瓢、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。
| 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。
, 「記帳の時期」欄は、印胡寺」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
1認 定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更
がないときIよ 添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

ノ

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と
当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申訪卦寺項
日

Ｈ

有 。無 有・ 無 有 。無
有

′
~ヽ

L任 |」

V
有 ・ 無 有 。無 有 。無

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動 有

⌒

tヨ睡」
｀こ〕′

有

′
´｀
ヽ

L 任 リ
ヽどγ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申訪罰寺

役:員のi職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有c ヽノ有・無 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有⊂ )有
・無 有・無 有。無 有。無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無 有⊂ )
有・無 有・無 有・無 有。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有⊂ )有
。無 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初:輸

(注意事項)

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書厠Dに記載した事項につい
て、改めて記載する必要はありません。

ロ



書式第 13号 (法第44条。51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項 )

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ノ



書式第14号 (法第44条。51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意事]:D

・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8詢

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第
55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ゴ尋ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有
有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条。51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾|‖ヨ動法人日本水フォーラム チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 田 )若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 鐘2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認
定」□匹登塑塁重園望星理堕腫堕亘逝2壺ヨ皇」ム」鵬墨躍理医壁壼二重旦二塁!■日出張理塵≧堕璽型⊥並び
上:旦:整I饉l腱1望!E!是:知1壁!墾|ヱ国|二[:型!堕1旦:量:菫:重:塵1菫菫1塁:塾!土と壼1壺|コ!望ユ」|■1乙!饉|コl里1型|ヨ1墜!堕1菫1匡!が1塑1墨:塾:二:型:左:塁:主 )・
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営禾1括動法人が認定を取り消された場合又は特

"儘

碇特定非営禾1括動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営禾1括コ法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

ヽ

、
１
ノ

・
　

ヽ

ｒ́
い
、

´

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無

′ ヽ
1無 l
ヽノ

有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2“条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

⌒

暴力団の構成員等の有無 有。撫リ

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 ItL. ( いヽ

いヽ定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 Bu'(（
０

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

は い ・

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、±重墜塁壺整塑蟄製墨聾彗輩曼堅翌1量士≧塾主壺堕園延盟:薔

_■:笙!笙」」1型:日:墜〔螂:画1輩!整:塑:型!□:型:国:通:[垂:奎1塵:蟹:重」螢I壁!控:述:墾壺:□:壁:堕:睦:困:塑:重二生___

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添f十すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒ
Ｏ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 11p.(v.rr.i )

´
０ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 1g1 ' 16r,.i\
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はいRttLどE

｀
えレヽ




